
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向が開口した発泡樹脂製の有底角筒状体であり、該有底角筒状体の対峙する内周壁
に基板支持溝が形成された容器本体部と、
　上記容器本体部の開口を覆うように着脱自在に装着される発泡樹脂製の蓋体部と、
　上記容器本体部の少なくとも該基板支持溝が形成された対峙する内周壁面に、該内周壁
面に僅かな空隙を形成して配置された、該内周壁面と略同一の表面形状に賦形された壁面
基板支持用樹脂シートとを有し、
　該壁面基板支持用樹脂シートが、倒れ込み防止手段によって該内周壁面に保持されてい
ることを特徴とする基板搬送用容器。
【請求項２】
　上記倒れ込み防止手段が、容器本体部の基板支持体溝が形成されていない内周壁面に形
成された凸部であることを特徴とする請求項第 1項記載の基板搬送用容器。
【請求項３】
　上記容器本体部の基板支持体溝が形成されていない内周壁面に表面保護用樹脂シートが
配置されており、該基板支持体溝が形成されていない内周壁面に配置された表面保護用樹
脂シートに、基板支持溝が形成された対峙する内周壁面に配置された壁面基板支持用樹脂
シートの倒れ込み防止手段が形成されていることを特徴とする請求項第 1項記載の基板搬
送用容器。
【請求項４】
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　上記容器本体部の底面および／または蓋体部の内周壁面に、表面保護用樹脂シートが配
置されていることを特徴とする請求項第 1項記載の基板搬送用容器。
【請求項５】
　上記容器本体部の底面および／または蓋体部の内周壁面に配置された表面保護用樹脂シ
ートに基板支持溝が形成されていることを特徴とする請求項第 4項記載の基板搬送用容器
。
【請求項６】
　上記容器本体部の底面、基板支持体溝が形成されている内周壁面、基板支持体溝が形成
されていない内周壁面、および、蓋体部の内周壁面に配置される樹脂シートが、それぞれ
配置される面の表面形状と略同一の表面形状を有するように賦形されており、それぞれの
樹脂シートが、発泡樹脂からなる当接面の表面に対して僅かな空隙を形成して配置されて
いることを特徴とする請求項第 5項記載の基板搬送用容器。
【請求項７】
　一方向が開口した発泡樹脂製の有底角筒状体であり、該有底角筒状体の対峙する内周壁
に基板支持溝が形成された容器本体部と、
　上記容器本体部の開口を覆うように着脱自在に装着される発泡樹脂製の蓋体部と、
　上記容器本体部の少なくとも該基板支持溝が形成された対峙する内周壁面に、該内周壁
面に僅かな空隙を形成して配置された、該内周壁面と略同一の表面形状に賦形された壁面
基板支持用樹脂シートと、
　表面に基板支持溝が形成された発泡樹脂製の板状体であり、前記容器本体部に収容本体
部の底部に収納されて、容器本体の配収壁に形成された基板支持溝と共同して基板を保持
すると共に、上記壁面基板支持用樹脂シートの倒れ込みを防止する底上げ部材とを有する
ことを特徴とする基板搬送用容器。
【請求項８】
　上記底上げ部材の表面形状と略同一の表面形状に賦形された底部基板支持用樹脂シート
が、該底上げ部材の表面に僅かな空隙を形成して配置されていることを特徴とする請求項
第７項記載の基板搬送用容器。
【請求項９】
　上記底上げ部材が、壁面基材支持用樹脂シートの倒れ込み防止手段であることを特徴と
する請求項第 7項または第 8項記載の基板搬送用容器。
【請求項１０】
　上記壁面基材支持用樹脂シートの倒れ込み防止手段として、上記底上げ部材のほかに、
容器本体部の基板支持体溝が形成されていない内周壁面に凸部を形成することを特徴とす
る請求項第７項または第９項記載の基板搬送用容器。
【請求項１１】
　上記容器本体部の基板支持体溝が形成されていない内周壁面に表面保護用樹脂シートが
配置されており、該基板支持体溝が形成されていない内周壁面に配置された表面保護用樹
脂シートに、基板支持溝が形成された対峙する内周壁面に配置された壁面基板支持用樹脂
シートの倒れ込み防止手段が形成されていることを特徴とする請求項第７項または第９項
記載の基板搬送用容器。
【請求項１２】
　上記蓋体部の内周壁面に、表面保護用樹脂シートが配置されていることを特徴とする請
求項第７項記載の基板搬送用容器。
【請求項１３】
　上記蓋体部の内周壁面に配置された表面保護用樹脂シートに基板支持溝が形成されてい
ることを特徴とする請求項第 4項記載の基板搬送用容器。
【請求項１４】
　上記基板搬送用容器が、複数の底上げ部材を収納して該基材搬送用容器の収納深さを調
整可能にされていることを特徴とする請求項第 7項記載の基板搬送用容器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、略矩形状の液晶用ガラス基板などの基板を多数収納して運搬するのに好適な
基板搬送用容器およびこの基板搬送用容器に好適に使用される底上げ部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶用ガラス基板などの基板を製造工程等の都合で他の場所に移す場合には、
基板同士を互いに接触させないように、また汚染を防止し安全に運搬できるように、多数
枚収容した状態で蓋が密に被嵌される基板搬送用容器が使用されている。
【０００３】
　このような基板搬送用容器の中には、略直方体形状の容器本体と、容器本体の開口部に
装着される蓋体とが、ともに発泡合成樹脂から形成され、さらに、その内部に、樹脂シー
ト製の中容器が介在されたものがある。例えば、特許文献１（特開平７－１３２９８６号
公報）の請求項１には、「発泡倍率３～４５倍の発泡体でできたボックス (1)の内部に、
基板支持用の溝 (2a)を有する箱上の溝付き内挿部材 (2)を配置してなる基板搬送用ボック
ス。」の発明が開示されている。そして、この内挿部材 (2)に関しては、例えば段落〔０
０５０〕に、「溝付き内挿部材 (2)として、樹脂シート（ ABS樹脂シート等）を金型にセッ
トし、加熱下に真空吸引して一挙に箱状に成形した圧空成形体を用いる。」と記載されて
おり、この溝付き内挿部材 (2)は、特許文献１の図３に付番２で示されるように、発泡樹
脂製ボックス (1)の内装壁面および底面に対応する５面を有する一面が開口された６面体
（ボックス (2)）である。このような一面が開口された６面体を発泡樹脂製ボックス (1)内
に配置しようとしても、発泡樹脂製ボックス (1)と略同一の形状を有する箱体であり、内
挿部材 (2)を発泡樹脂製ボックス (1)内へ挿入する作業が非常に煩雑になる。また、このよ
うに内挿部材 (2)を箱状に形成してしまうと、基板支持用の溝 (2a)溝が箱状内挿部材 (2)の
各面が当接して形成される辺によって固定されてしまい、このように固定された基板支持
用の溝 (2a)は、緩衝性は示さない。
【０００４】
　また、特許文献２（特開平７－２５７８６１号公報）の請求項１には、「発泡倍率３～
４５倍の発泡体でできたボックス (1)の内面に、基板支持用の溝 (2a)を有する板状または
箱状の溝付の内挿部材 (2)を配置してなる基板搬送用ボックス。」の発明が開示されてい
る。この特許文献２において、内挿部材 (2)は、発泡体でできた板状または箱状の発泡成
形体であるか、樹脂シートを圧空成形して得た板状または箱状の圧空成形体であるか、樹
脂を溶融成形して得た板状または箱状の成形体であるか、板体を機械加工して得た板状ま
たは箱状の機械加工品であると記載されている。また、段落〔００２２〕には、ボックス
(1)の本体部 (11)の相対する一対の面の内面側に係合用の凸条 (11a)を形成し、板状の溝付
き内挿部材 (2),(2)の裏面側に上記凸条 (11a)に係合する条溝 (2b)を形成すると、ボックス
(1)に対する板状の溝付け内挿部材 (2)の取り付けおよび取り外しをより円滑に行うことが
できると記載されている。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献２に記載されている内挿部材 (2)がボックス状である場合
には、このボックス状内挿部材 (2)を発泡樹脂製ボックス (1)内に挿入する作業が非常に煩
雑になり、また係合用の条溝を有するような厚さを有する内挿部材は、緩衝性を示さない
。
【０００６】
　従って、特許文献１および２に開示されている基板搬送用ボックスにおいては、外部か
らの衝撃は、発泡樹脂製のボックスによって吸収されるが、ボックス内に収容されている
基板が振動することによって生ずる衝撃は、基板を支持する溝付き内挿部材が緩衝性に乏
しいことから、このボックス内で吸収することはできない。
【０００７】
　また、特許文献１および２に記載されている基板搬送用ボックスは、画一的な大きさで
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あり、このような基板搬送用ボックスで安定に搬送可能な基板の大きさは一種類である。
　なお、特許文献３（実開昭５７ -９１２７２号公報）には、六面体の一面に開口を有し
、発泡性合成樹脂材料で形成された箱体と、該箱体の前記開口に隣り合う四側面のうち互
いに対向する一対の側面のうち面に取り付けられ、前記一面から前記一面に対向する底面
方向に延びる所定間隔で配列された複数の溝を有し、前記箱体より硬い合成樹脂材料で形
成された内張部材とより成り、前記対向する溝に板状部材の両端部を挿着することを特徴
とする板状部材の収納装置が開示されている。上記のような収納装置には、箱体の対向す
る一対の側面に溝が形成され、この溝は箱体に形成された溝の表面に合成樹脂製の内張部
材を密着させた構造を有しており、この溝自体には緩衝性はない。
【特許文献１】特開平７－１３２９８６号公報
【特許文献２】特開平７－２５７８６１号公報
【特許文献３】実開昭５７ -９１２７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、液晶基板のような基板あるいは基板材料を安全に搬送するための搬送用容器
を提供することを目的としている。
　また、本発明は、上記のような搬送用の容器に用いることにより、基板あるいは基板材
料をより安全に搬送するための底上げ装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の基板搬送用容器は、一方向が開口した発泡樹脂製の有底角筒状体であり
、該有底角筒状体の対峙する内周壁に基板支持溝が形成された容器本体部と、
　上記容器本体部の開口を覆うように着脱自在に装着される発泡樹脂製の蓋体部と、
　上記容器本体部の少なくとも該基板支持溝が形成された対峙する内周壁面に、該内周壁
面に僅かな空隙を形成して配置された、該内周壁面と略同一の表面形状に賦形された壁面
基板支持用樹脂シートとを有し、
　該壁面基板支持用樹脂シートが、倒れ込み防止手段によって該内周壁面に保持されてい
ることを特徴としている。
【００１０】
　本発明の第２の基板搬送用容器は、一方向が開口した発泡樹脂製の有底角筒状体であり
、該有底角筒状体の対峙する内周壁に基板支持溝が形成された容器本体部と、
　上記容器本体部の開口を覆うように着脱自在に装着される発泡樹脂製の蓋体部と、
　上記容器本体部の少なくとも該基板支持溝が形成された対峙する内周壁面に、該内周壁
面に僅かな空隙を形成して配置された、該内周壁面と略同一の表面形状に賦形された壁面
基板支持用樹脂シートと、
　表面に基板支持溝が形成された発泡樹脂製の板状体であり、前記容器本体部に収容本体
部の底部に収納されて、容器本体の配収壁に形成された基板支持溝と共同して基板を保持
すると共に、上記壁面基板支持用樹脂シートの倒れ込みを防止する底上げ部材とを有する
ことを特徴としている。
【００１１】
　さらに、

発泡樹脂製の容器本体部内に収納されて、該容器本体部内の収納深さを
調製すると共に、該容器本体内の対峙する壁面に僅かな空隙を形成して配置される壁面基
板支持用樹脂シートと共同して、該容器本体部に収納される基板を保持する保持溝が表面
に形成されている発泡樹脂製の板状体であること
【００１２】
　本発明の基板搬送用容器には、発泡樹脂製から形成された容器本体部の対峙する一対の
側壁面に、収納される基板を保持するための保持溝が形成されており、さらにこの側壁面
の表面には、この側壁面の表面形状と略同一の表面形状に賦形された壁面基板支持用樹脂
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シートが、側壁面と僅かな空隙を形成して配置されている。このように壁面基板支持用樹
脂シートを、側壁面に対して固定せずに僅かな空隙が形成されるように配置することによ
り、容器本体部と壁面基板支持用樹脂シートとの間に、格納された基板により生ずる振動
を吸収する緩衝空間が形成される。
【００１３】
　一般に、発泡樹脂からなる筐体を有する基板搬送用容器を用いることにより、外部から
の衝撃などは発泡樹脂からなる筐体部で吸収され、格納された基板は安全に保たれるが、
このような基板搬送容器では、内部に格納された基板は、筐体内壁面に形成された保持溝
によって固定されるために、収納されている基板自体によって生ずる振動に対しては緩和
手段を有していない。
【００１４】
　本発明の基板搬送用容器では、発泡樹脂からなる容器本体部の基板を保持する保持溝が
形成された内壁面に、この内周壁面の表面形状と略同一の形状に賦形された壁面基板支持
用樹脂シートが配置されているので、外部からの衝撃は勿論、容器内に収納された基板に
よって生ずる振動は、この壁面基板支持用樹脂シートと保持溝が形成された内壁面との間
に形成された緩衝空隙によって吸収され、隣接して格納された基板をより安定した状態で
保管あるいは移動させることができる。即ち、例えば液晶用のガラス基板は非常に薄いも
のであり、非常に僅かな応力によっても撓むことがある。発泡樹脂から形成された基板搬
送用の容器を用いることにより、外部から加えられる応力の大部分はこの発泡樹脂製の筐
体部によって吸収されるが、格納された基板が撓むことなどによって生ずる内部応力を筐
体の内壁面に形成された保持溝だけで吸収することは難しい。液晶基板などの基板材料あ
るいは基板を取り扱う際に、収納されている基板材料あるいは基板が破損しないように慎
重に取り扱われており、基板材料あるいは基板の破損は、取り扱い不注意による破損より
も、基板材料あるいは基板に生ずる内部応力による破損の方が高い発生頻度で発生する。
特に液晶が大型化するに従ってこうした傾向は高くなる。このような内部応力による基板
材料あるいは基板の破損は、これらの自重が保持部分に係ることにより生ずることが多い
。
【００１５】
　本発明の基板搬送用容器においては、格納される基板材料あるいは基板を保持する部分
である容器本体部の対峙する一対の側壁に形成された保持溝の表面に、僅かな空隙を形成
して壁面基板支持用樹脂シートが配置されており、容器本体部に形成された保持溝に対し
て壁面基板支持用樹脂シートの保持溝は固定されておらず、しかしながら、壁面基板支持
用樹脂シートの保持溝が過度に変形するのは容器本体部に形成された保持溝によって阻止
されている。即ち、格納される基板材料あるいは基板は、ある程度の可撓性を有しており
、この可撓性の範囲内で基板材料あるいは基板が動く分には、この基板材料あるいは基板
は破損しない。基板材料あるいは基板を輸送する際には、基板材料あるいは基板を固定し
なければならないが、基板を固定すると、この固定された部分（具体的には保持溝によっ
て挟持された基板材料あるいは基板の両端部）に応力が集中する。従って、搬送中におけ
る基板材料あるいは基板の破損は、落下などの取り扱い不注意による破損を除くと、この
基板材料あるいは基板の破損は、上記のようにして挟持されている両端部に端を発したと
思われる破損が多くなる。
【００１６】
　本発明の基板搬送用容器では、容器本体部に形成された保持溝と壁面基板支持用樹脂シ
ートの保持溝との間に僅かな空隙が形成されており、壁面基板支持用樹脂シートは、容器
本体部の壁面には固定されておらず、この空隙が、格納されている基板材料あるいは基板
の有する可撓性の範囲内における変形を容認する緩衝空間として作用する。従って、本発
明の基板搬送用容器を用いることにより、格納されている基板材料あるいは基板の両端部
からの破損を防止することができる。ところが、このような壁面基板支持用樹脂シートを
、容器本体部の側壁に配置しても、この壁面基板支持用樹脂シートは容器本体の側壁に固
定されていないので、基板材料あるいは基板を格納する前に、この壁面基板支持用樹脂シ
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ートが容器内に倒れてしまうことがある。この基板搬送用容器は、基板材料あるいは基板
を取り扱う基板メーカー等が使用するものであり、この基板搬送用容器の製造者から基板
メーカー等に到達する過程で壁面基板支持用樹脂シートが容器内に倒れ込んでしまったの
では、上記のように優れた特性を有する基板搬送用容器を安定して供給することができな
い。殊に、基板メーカー等においては、自動装置などにより、基板材料あるいは基板を、
この基板搬送用容器に格納して搬送することが多く、本発明の基板搬送用容器のように、
基板材料あるいは基板を保持する保持溝が形成された発泡樹脂製の筐体の側壁形状と、こ
の表面に配置する壁面基板支持用樹脂シートの表面形状とが略同一である場合には、機械
的に壁面基板支持用樹脂シートの有無を認識しにくいことがある。
【００１７】
　そこで、本発明の基板搬送用容器においては、容器本体部の保持溝が形成された側面に
配置される壁面基板支持用樹脂シートが倒れ込まないように、この壁面基板支持用樹脂シ
ートの倒れ込み防止手段が形成されている。
【００１８】
　このように壁面基板支持用樹脂シートの倒れ込み防止手段を形成することにより、本発
明の基板搬送用容器の有する優れた破損防止機能を有効に活用することができるのである
。
【００１９】
　また、上記のように格納された基板材料あるいは基板は、容器本体部の底部において、
必然的に容器本体部の底部と接触するが、本発明の基板搬送用容器では、容器本体部に底
上げ部材を配置することが好ましい。この底上げ部材に表面には、容器本体部の内側面に
形成された保持溝と共同して格納される基板材料あるいは基板を保持する保持溝が形成さ
れている。そして、この底上げ部材の表面形状と略同一の形状を有する底部基板支持用樹
脂シートを配置することが好ましく、この底部基板支持用樹脂シートは、発泡樹脂性の底
面基板支持用樹脂シートが僅かな空隙を形成して配置されていることが好ましく、このよ
うに形成された空隙は、格納される基板材料あるいは基板の底部と接触し、しかも底面基
板支持用樹脂シートは、発泡樹脂を用いて形成されている底上げ部材には固定されていな
いので、格納される基材材料および基板をタイトに保持することがなく、従って、この底
面基板支持用樹脂シートに保持される基板材料および基板は、この基板材料あるいは基板
の有する可撓性の範囲内において変形してもその応力が基板等の底部に集中しないように
することができる。そして、このような底上げ部材は、壁面基材支持用樹脂シートに対す
る非常に良好な倒れ込み防止手段ともなる。また、この底上げ部材は、種々の厚さの底上
げ部材を形成しておくことにより、この基板搬送用容器に格納深さを調整することができ
、底上げ部材の厚さを適宜選定することにより、あるいは、複数の異なる底上げ部材を適
宜組み合わせて使用することにより、一種類の容器で底上げ部材により深さを調整するこ
とができるので異なるサイズの基板材料あるいは基板を安定に搬送することができる。こ
のように基板材料および基板の保持部分が対向する一対の側壁および低部に配置された底
上げ部材（あるいは、底部基板支持用樹脂シートの保持溝）の三箇所になり、より安全に
基板材料あるいは基板を保持、搬送することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の基板搬送用容器 板を保持する容器本体部の壁面に、この壁面の表面形状
と略同一の形状を有する壁面基板支持用樹脂シートが、この壁面に対して僅かな空隙を形
成して配置されており、且つこの壁面基板支持用樹脂シートが容器内に倒れ込むのを防止
する手段が講じられている。このように壁面基板支持用樹脂シートを僅かな空隙を介して
壁面に配置することにより、この容器内に格納される基板自体によって生ずる応力をこの
空隙によって吸収することができ、格納基板の保持部に端を発する基板の損傷を発生を著
しく低減することができる。即ち、容器の側面と壁面基板支持用樹脂シートとの間に形成
される僅かな空隙が、格納される基板自体の撓みなどによって生ずる内部応力の緩衝空間
として機能する。
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【００２１】
　このように本発明の基板搬送用容器では、基板の保持溝が形成された容器の側面に、こ
の表面に配置される壁面基板支持用樹脂シートが密着していないにも拘わらず、この壁面
基板支持用樹脂シートの倒れ込み防止手段が講じられているので、壁面基板支持用樹脂シ
ートを壁面に対して一定の空隙を形成して安定に保持することができる。
【００２２】
　さらに、本発明の基板搬送用容器の第２の態様においては、格納される基板と常に接触
する底部に、基板の保持溝が形成された底上げ部材が配置されており、好適には、この底
上げ部材の表面形状と略同一の形状を有する底部基板支持用樹脂シートが、底上げ部材の
表面に僅かな空隙を形成して配置されているので、格納された基板に生ずる撓みなどの変
形の発生を低減することができると共に、この底上げ部材と底部基板支持用樹脂シートと
の間に形成されている僅かな空隙を、基板自体に生ずる内部応力の緩衝空間として作用さ
せることができ、格納基板の破損の発生を著しく低減することができる。
【００２３】
　さらに、この底上げ部材を使用することにより、格納する基板にあわせて容器内の格納
空間の深さを調整することができ、さらに蓋部の内部にも、上記と同様にして緩衝空隙を
有する支持溝を形成することにより、より安全に基板を格納することができる。
【００２４】
　本発明の基板搬送用容器によれば、発泡樹脂で形成されていることから外部からの衝撃
に対して格納基板を保護することは勿論、格納されている基板の自重あるいはこれらの撓
みなどにより生ずる基板内部の応力をも吸収して基板の破損を防止することができる。
【００２５】
　また、上記のように壁面基板支持用樹脂シートなどは、開口部が形成された六面体（ボ
ックス状）のような形状で発泡樹脂製の容器本体部に挿入したのでは、支持溝の可撓性が
損なわれ、壁面と壁面基板支持用樹脂シートとの間に空隙を形成したとしても、この空隙
が格納基板に対する緩衝空隙としては機能しない。さらに、ボックス状にして容器本体部
に挿入しようとすると、ボックスの挿入が著しく困難であり、非常に作業効率が悪くなる
。そこで、本発明では、基本的には、容器本体部の壁面に形成された支持溝と略同一の形
状に賦形された壁面基板支持用樹脂シートの支持溝の可撓性が保持されるように（即ち、
蛇腹状に形成された多数の支持溝が伸縮可能なように）、例えば各壁面ごとに独立した複
数の壁面基板支持用樹脂シートを壁面に配置することにより、発泡樹脂製の容器本体部内
部の壁面に壁面基板支持用樹脂シートを容易に配置することができる。しかも、本発明の
基板搬送用容器は、倒れ込み防止手段を備えているので、配置された壁面基板支持用樹脂
シートを各側面に安定した状態で配置することができる。
【００２６】
　さらに、底上げ部材を用いることにより、格納基板を側面だけではなく底面でも保持す
ることができ、しかもこの底上げ部材が基板の内部応力の緩衝性を有しているので、より
安全に基板を搬送することができる。また、容器の格納深さを調整することができるので
、単一の基板搬送用容器を多種類の基板の搬送に適用することが可能となる。さらに、こ
の底上げ部材は、容器本体部の側壁に配置された側壁基板保持用樹脂シートに対して大変
良好な倒れ込み防止手段となる。またさらに、容器内の余剰空間を少なくすることで、基
板の搬送安全性も高くなる。
【００２７】
　なお、本発明の基板搬送用容器は、発泡樹脂製であり、外部からの衝撃に対して格納基
板を保護することができ、また外部との温度差などにより発生することがある結露などを
防止することができるのは勿論である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　次の本発明の基板搬送用容器および底上げ部材について図面を参照しながら具体的に説
明する。
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　図１は、本発明の第１の基板搬送用容器の分解斜視図であり、図２は本発明の第 2の基
板搬送用容器の分解斜視図であり、図３は本発明の底上げ部材の一例を示す分解斜視図で
ある。なお、以下に示す説明および図面においては、同一の部材には同一の付番を賦して
ある。
【００２９】
　本発明の第 1の基板搬送用容器 10は、発泡樹脂製の容器本体部 12と、この容器本体部 12
の開口部 14に開閉自在に装着される発泡合成樹脂製の蓋体 45とを有している。
　発泡樹脂製の容器本体部 12は、基板材料あるいは基板（以下本発明では「基板」と記載
する） 60を格納できるように、一方向が開口した有低筒状の形態を有している。そして、
この容器本体部 12の内周壁面の対峙する一対の壁面 13a,13bには、基板 60を保持するため
の基板支持溝 16が形成されている。この基板支持溝 16は、容器本体部 12の開口部 14から底
部 17方向に向かって形成されたが溝である。この両壁面に形成された基板支持溝 16， 16に
、基板 60の両端部を挿入することにより、基板 60を起立させて格納することができる。こ
の基板支持溝 16は、一の基板搬送用容器 10に１～４５枚、好ましくは２～２０枚程度格納
できるように形成されている。従って、容器本体部１２の対峙する一対の壁面 13a， 13bに
は、それぞれ、 1～４５本、好ましくは２～２０本の基板支持溝 16が形成されている。
【００３０】
　図４に拡大して示すように、この基板支持溝 16の形成ピッチ、即ち、ある基板支持溝 16
の中心線から隣接する基板支持溝 16の中心線までの距離は、適宜設定することができるが
、格納される複数の基材 60が接触しないように、通常は３～２０ mm程度、好ましくは５～
１５ mm程度にする。このピッチを３ mmよりも狭く形成することも可能であるが、この容器
本体部 12は、金型を用いた発泡樹脂成形により製造されることから、ピッチ幅が狭くなる
と、基板支持溝 16を画成する支持凸条 16aの形状安定性が低くなることがある。
また、この基板支持溝 16の深さは、格納される基板 60を安定に保持できる深さであればよ
く、通常は５～４５ mm程度、好ましくは７～２５ mm程度である。
【００３１】
　このような基板支持溝 16および支持凸条 16aは、それぞれ、壁面 13aあるいは壁面 13bに
対して直角に形成することもできるし、また、基板支持溝 16の先端部が基端部よりも広く
なるようにテーパーをつけて形成することもできる。
【００３２】
　上記のような基板支持体溝 16は、容器本体部 12と一体にして形成することもできるし、
また、この基板支持体溝 16を有する発泡樹脂発泡樹脂板を、容器本体部 12とは別に形成し
、この基板支持体溝付き発泡樹脂板を容器本体部 12の該当壁面に嵌め込むことにより形成
することもできる。この場合に、基板支持溝付き発泡樹脂板の両側端部と容器本体部との
間に、後述するシート挟み込みスリット 18を形成するように樹脂板を嵌め込むことが望ま
しい。
【００３３】
　このように基板支持溝付き発泡樹脂板を、容器本体部とは別体として成形することによ
り、容器本体部の内周面の構造が単純化されるので、容器本体部 12を成形した後、型抜き
作業が容易になるとの利点がある。
【００３４】
　本発明の第 1の基板搬送用容器 10の上記のような基材支持溝 16が形成された対峙する一
対の壁面 13a， 13bの、隣接する他の一対の壁面 23a,23bとの当接部分には、樹脂シートを
挟み込むためのシート挟み込みスリット 18が形成されていることが好ましい。
【００３５】
　本発明の第１の基板搬送用容器 10において、上記のような基板支持溝 16が形成された対
峙する一対の壁面 13a， 13bの表面には、壁面基板支持用樹脂シート 22a,22ｂが配置されて
いる。この壁面基板支持用樹脂シート 22a、 22ｂは、上記容器本体部１２の対峙する一対
の壁面 13a， 13bの表面の形状と略同一の形状に賦形されている。即ち、この壁面基板支持
用樹脂シート 22a,22bには、対峙する一対の壁面 13a， 13bに形成されている基板支持溝 16
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に対応するシート面支持溝 26およびシート面支持凸条 26aが形成されており、このシート
面支持溝 26およびシート面支持凸条 26aは、対峙する一対の壁面 13a， 13bに形成された基
板支持溝 16および支持凸条 16aと略同一の形状を有している。このような壁面基板支持用
樹脂シート 22a,22ｂを、壁面 13a， 13bの表面に配置すると、壁面基板支持用樹脂シート 22
a,22ｂと壁面 13a， 13bとの間に僅かな空隙１９が形成される。即ち、この、壁面基板支持
用樹脂シート 22a,22ｂの端部を、例えば壁面 13a， 13bと隣接する他の一対の壁面 23a,23b
との当接部分に形成されたシート挟み込みスリット 18に挟持させることにより、壁面 13a,
13bの表面に配置すると、壁面 13a,13bに形成された基板支持溝 16付近では、この壁面基板
支持用樹脂シート 22a,22bは、基板支持溝 16の形態に追随して配置されるが、壁面 13a， 13
bには固定されずに、両者の間には、僅かな空隙 19が形成される。
【００３６】
　本発明の基板搬送用容器 10において、この壁面 13a， 13bと、壁面基板支持用樹脂シート
２２ a、２２ｂとの間に形成される僅かな空隙 19は、基板 60自体に生じた内部応力などに
よる基板 60の変形などを吸収する緩衝空間として作用して格納基板 60の破損を有効に防止
することができる。この空隙 19は、非常に僅かであればよく、例えば基板 60を格納したと
きに、壁面とシートとが通常は０．０１～１ mm程度、好ましくは０．０１～０．７ mm程度
、特に好ましくは０．０１～０．５ mm程度の範囲内で離間可能に配置されている。即ち、
壁面 13a,13bに形成されている基板支持溝 16とシート面支持溝 26とで基板 60を保持したと
きに、この基板 60に生ずる歪あるいは撓みなどによる基板６０の変動がこの空隙 19によっ
て吸収されればよく、僅かな空隙 19の幅は、基板６０は通常はガラスなどで形成されてい
ることから、これら基板の撓み量に対応する変動幅と略同等にすればよい。
【００３７】
　このように壁面基板支持用樹脂シート 22a,22ｂを、基板支持溝 16が形成された対峙する
一対の壁面 13a,13bの表面に、上述のように僅かな空隙が形成されるように配置すること
により、基板 60自体に生じた撓みあるいは歪などによる応力に起因する基板 60の損傷を有
効に防止することができるが、このような壁面基板支持用樹脂シート 22a,22ｂは、基板 60
を収納する前には容器内に倒れ込んでしまうことが多い。殊に、本発明では壁面基板支持
用樹脂シート 22a,22ｂは、他の壁面を覆う樹脂シートとは連接されていない独立したシー
トとして容器本体部 10に配置することにより、非常に効率よく配置することができるが、
この壁面基板支持用樹脂シート 22a,22ｂの配置が容易であるほど、シートの倒れ込みが発
生し易い。
【００３８】
　本発明の基板搬送用容器 10には、上記のような壁面基板支持用樹脂シート 22a,22ｂの倒
れ込みを防止するために、倒れ込み防止手段が形成されている。上記のように基材支持溝
16が形成された対峙する一対の壁面 13a， 13bと隣接する他の一対の壁面 23a,23bとの当接
部分に形成されたシート挟み込みスリット 18も倒れ込み防止手段として機能するが、本発
明ではさらに基材支持溝１６が形成された対峙する一対の壁面 13a,13bと隣接する他の一
対の壁面 23a,23bに倒れ込み防止手段を形成することが望ましい。
【００３９】
　この倒れ込み防止手段としては、図５に示すように、容器本体部 12の基板支持溝 16が形
成されていない対峙する一対の他の壁面 23a,23bに形成した突起 25aを挙げることができる
。このように形成された突起 25aは、壁面基板支持用樹脂シート 22a,22bの倒れ込みが、両
端部が突起 29によって引っ掛かって止まるように形成されている。図５には、突起 25aと
して、対峙する一対の他の壁面 23a,23bに渕部を残して台形状の凸部が形成され態様が示
されている。さらに、本発明では、この突起 25aは、上記のような台形状の凸部とし、こ
の凸部内を格子状にして後述する表面保護用樹脂シートとの間に空隙を形成するようにす
ることもできる。また、このような倒れ込み防止手段は、対峙する一対の他の壁面 23a、 2
3bの表面に配置される表面保護用樹脂シート 24a,24bの表面に形成されていてもよい。図
５には、表面保護用樹脂シート 24a,24bの表面の両側縁部近傍に、容器本体部 12の内側に
突出して縦方向に凸条 25bの倒れ込み防止手段が形成された態様が示されている。
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【００４０】
　このような基板支持溝基板支持溝１６が形成されていない他の一対の壁面 2３ a、 23bあ
るいは壁面に配置される表面保護用樹脂シート 24a,24bに倒れ込み防止のための突起 25aあ
るいは凸条 25bは、表面から通常は２～１０ mm、好ましくは３～８ mm程度突出していれば
よい。
【００４１】
　即ち、上記のように本発明の容器本体部 12の基板支持溝 16が形成されていない対峙する
一対の他の壁面 23a,23bは、格納される基板 60と接触することはないが、この他の壁面 23a
,23bに、たとえば図５に示すように、表面を突出させることにより、壁面基板支持用樹脂
シート 22a,22bの倒れ込みを防止することができ、また、この他の壁面 23a,23bの表面に表
面保護用樹脂シート 24a,24bを配置する場合には、この表面保護用樹脂シート 24a,24bの両
側端部近傍に、倒れ込み防止手段として凸条２５ aを形成することにより、基板 60を収納
する前における壁面基板支持用樹脂シート 22a,22bの倒れ込みを有効に防止することがで
きる。さらに、このように配置される表面保護用樹脂シート 24a,24bは、通常は、このシ
ートが配置される他の側面 23a,23bの表面形状と略同一の形状に賦形されている。さらに
、この表面保護用樹脂シート 24a,24bは、側面 23a,23bの表面に僅かな空隙を形成して配置
されていることが好ましい。この表面保護用樹脂シート 24a,24bは、基板 60と直接接触す
ることはないが、この表面保護用樹脂シート 24a,24bを配置することにより、容器本体部
１２を形成する毛羽立ち易い発泡樹脂と格納基板 60とが直接接触することがなく、また、
表面保護用樹脂シート 24a,24bを、側面 23a,23bの表面に僅かな空隙を形成して配置するこ
とにより、この僅かな空隙が外部からの衝撃に対して衝撃吸収帯となることもあり、また
、断熱性も高くなる。
【００４２】
　このような表面保護用樹脂シート 24a,24bは、他の側面 23a,23bに貼着することもできる
が、例えば表面保護用樹脂シート 24a,24bのそれぞれの両端部を、シート挟みこみスリッ
トに挿入することにより、他の側面 23a,23bの表面に配置することができる。
【００４３】
　本発明の基板搬送用容器 10の基板 60を格納するための空間の底部 27は、発泡樹脂で形成
することもできるが、底部基板支持用樹脂シート 28を配置することが好ましい。
　本発明の第 1の基板搬送用容器 10は、上記のような構成を有しているが、本発明の第 2の
基板搬送用容器 11は、図２に示すように、上記のような構成を有する第 1の基板搬送用容
器 10の底部に底上げ部材 30を配置してなる。この底上げ部材 30は、発泡樹脂から形成され
ており、その表面には、容器本体部 12の対峙する一対の壁面 13a,13bに形成された基板支
持溝 16と共同して格納基板 60を保持するための底部支持溝 36が形成されている。この底部
支持溝 36の深さは、格納される基板 60を安定に保持できる深さであればよく、通常は５～
４５ mm程度、好ましくは７～２５ mm程度である。
【００４４】
　この底上げ部材 30の表面に配置される底部基板支持用樹脂シート 28は、図２および図３
に示すように、底上げ部材 30の表面形状と略同一の形状に賦形されている。このような形
状に賦形された底部基板支持用樹脂シート 28を、発泡樹脂からなる底上げ部材 30の表面に
配置する。この底部基板支持用樹脂シート 28と底上げ部材 30との間には、僅かな空隙 31が
形成されており、この僅かな空隙 31を形成することにより、格納させている基板 60の振動
などによる内部応力を吸収することができ、基板 60の破損が著しく低減される。
【００４５】
　図２に示すように、上記のような形態を有する底上げ部材 30を本発明の基板搬送用容器
10の底部 17に配置することにより、この底上げ部材 30に形成された底部支持溝 36が、壁面
13a,13bに形成された基板支持溝 16と共同して、格納される基板 60を安定に保管すること
ができると共に、この底上げ部材 30は、壁面基板支持用樹脂シート 22a,22bに対して、非
常に良好な倒れ込み防止手段となる。このような底上げ部材 30は、また、本発明の基板搬
送用容器 10,11に形成される基板 60の収容深さを好適な深さに変更することができる。こ
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の底上げ部材 30は、容器本体部 12内に複数配置してもよい。即ち、この容器に格納される
基板のサイズには、多種多様なものがあり、この容器に格納可能なサイズであれば、容器
の深さに拘わりなく収納することができる。しかしながら、収納される基板 60に対して容
器が深すぎると、容器内における基板 60の安定性が悪くなる。従って、基板 60を収納する
容器の深さは、格納しようとする基板に対応した深さであることが望ましい。本発明の基
板搬送用容器においては、底上げ部材 30を配置して容器の底上げを行うことにより容器内
の余剰の空間を減少させて、格納される基板 60をより安定に保管・輸送することができる
。
【００４６】
　本発明において、複数の底上げ材を使用する場合、少なくとも最も上面に位置する底上
げ部材 30の表面に位置する底上げ部材の表面に底部支持溝 36が形成されていればよく、さ
らに少なくとも最も上面に位置する底上げ部座 30の表面に低部支持体溝 36に対応する表面
形状を有する底部基板支持用樹脂シート 28が配置されていればよい。即ち、このように複
数の底上げ部材を配置する場合に、下部に配置する底上げ部材 30には、底部支持溝 36が形
成されていてもよいし、このような底上げ部材 30の表面に底部基板支持用樹脂シート 28が
配置されていてもよいし、また樹脂シートが配位されていない発泡樹脂製の板状体であっ
てもよい。上記のように底上げ部材は、基板 60の収容する深さを調整するものであり、種
々の厚さの発泡樹脂製の板を用意しておいて、格納される基板 60に対応して使用する底上
げ部材 30の種類を適宜選定して使用することができる。
【００４７】
　特に格納される基板 60の上端部が蓋体 45の内側に配置される蓋体基板支持用樹脂シート
47に形成されている蓋体支持溝 48によって、基板 60の上端部が保持されるような深さを調
整されていることが好ましい。
【００４８】
　本発明の第１および第 2の基板搬送用容器 10,11の容器本体部 12に形成されている開口部
14を覆うように発泡樹脂製の蓋体 45が形成されており、この蓋体 45を容器本体部 12に嵌合
して開口部 14に塞ぐことにより、本発明の基板搬送用容器を密閉状態に保つことができる
。
【００４９】
　即ち、上記のような本発明の第１および第 2の基板搬送用容器 10,11の容器本体部 12の開
口部 14が形成されている上端部と、蓋体 45の下端部とは、相互に嵌合して、基板 60を格納
する内部空間を気密状態に保持できるようにされている。例えば容器本体部 12の嵌合部に
凸部 15を形成し、蓋部 45の嵌合部に凹部を形成して両者が嵌合するように嵌合部を形成す
ることにより、より高い気密状態を形成することができる。
【００５０】
　上記のような蓋部 45の内側には蓋体基板支持用樹脂シート 47が配置されておりには、好
適には、格納される基板 60の上端部がこの蓋体基板支持用樹脂シート 47に形成された蓋体
支持溝 48によって保持されるようにされている。
【００５１】
　なお、この蓋体基板支持用樹脂シート 47は、蓋体 45に対して僅かな空隙を形成して蓋体
45の表面に配置されていることが好ましい。
　上記のような本発明の容器本体部 12および蓋体 45、さらには底上げ部材 30は、発泡樹脂
から形成されており、このような発泡樹脂に特に制限はないが、ポリスチレン：ポリオレ
フィン：ポリウレタンなど、通常樹脂発泡体として使用されている発泡性樹脂を用いて形
成することができる。また、これらの樹脂発泡体を形成する原料は、単独の発泡性樹脂原
料である必要はなく、例えば耐衝撃性を向上させるために、発泡性のポリスチレンにゴム
成分が配合された樹脂組成物などの複数の樹脂を含有する組成物を使用することができる
。上記のようなポリスチレンにゴム成分を配合した組成物は、ハイインパクトポリスチレ
ンなどとして供給されている。このような樹脂発泡体原料を使用して、例えば、１０～６
０倍、好ましくは、２０倍～５０倍程度の発泡倍率になるように、例えば型内発泡するこ
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とにより、得られる発泡体は、良好な耐衝撃性、断熱性など、基板搬送用の容器として必
要な特性が発現する。即ち、上記のような発泡樹脂からなる容器本体をおよび蓋体を形成
することにより、この基板保持用容器は０．２６ kcal/ｍ・ hr・℃程度あるいはそれ以下
になり、外部の温度変化によっても基板搬送用容器内の温度が急速に変化することを防止
することができる。さらに、このような発泡倍率で樹脂発泡体を形成することにより、形
成される発泡体の表面にはスキン層が形成され、このようなスキン層は、発泡樹脂の厚さ
方向の中止部近傍にある発泡体よりも緻密な層を形成する。このようなスキン層を形成す
ることにより、発泡樹脂表面から塵埃などが発生しにくくなると共に、発泡体の強度が向
上し、耐水性、耐透湿性にも優れ、さらに耐磨耗性が向上する。このようなスキン層は発
泡体の表面から１ｍｍ程度の深さで形成される。このようなスキン層は、発泡樹脂を形成
する際に金型と発泡樹脂とが接触することにより形成することができる。
【００５２】
　また、本発明で、壁面基板支持用樹脂シート 22a,22b、表面保護用樹脂シート 24a,24b、
底部基板支持用樹脂シート 28、蓋体基板支持用樹脂シート 47などは、合成樹脂シートから
形成することができる。ここで使用する合成樹脂シートの例としては、ポリエチレン、 LL
DPE、ポリプロピレン、ポリブチレンなどのα -オレフィンからなるシート、ポリスチレン
、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカー
ボネート、ポリエステル、ポリアミドのような熱可塑性樹脂からなるシートなどを挙げる
ことができる。本発明において上記のような所定の形態が賦与された樹脂シートは、真空
成形、圧縮成形、押し出し成形などの種々の成形方法で製造することが好ましく、このよ
うな成形方法を採用して本発明で使用する特定の形状に賦形された樹脂シートを製造する
場合には、熱溶融製樹脂を用いることが好ましい。また、このような樹脂シートには、各
種の添加剤を配合されて入れもよい。このような添加剤の例としては、帯電防止剤、導電
性充填剤、着色剤、酸化防止剤などを挙げることができる。特に本発明では帯電防止剤お
よび／または導電性充填剤を配合することが好ましい。即ち、この基板搬送用容器には、
半導体が組み込まれた基板を格納することがあり、このような場合には、摩擦などによっ
て生ずる電位を速やかに放電除去させる必要があり、従って、帯電防止剤および／または
導電性充填剤を配合することが好ましい。このような帯電防止剤および導電性充填剤の例
としては、導電性カーボン、導電性金属、導電性界面活性剤などを挙げることができる。
このような帯電防止剤および／または導電性充填剤を配合する場合には、これらの成分が
樹脂シート表面から離脱して格納される基板を汚染しないような量で使用され、通常は樹
脂シートを形成する樹脂成分１００重量部に対して０．１～１００重量部の範囲内の量で
使用される。このように帯電防止剤および／または導電性充填剤を配合することにより、
この樹脂シートは通常は１０ 3～１０ 1 2Ω・ｃｍ程度の体積固有抵抗値を有するようにな
り、電子部品が実装された基板であっても静電気などによって、その電気的特性が損なわ
れることがなくなる。
【００５３】
　このような樹脂からなる樹脂シートは、上述のように例えば真空成形などによって形成
することができ、通常の場合、この樹脂シートが配置される容器本体部の壁面の表面形状
と略同一の形状に賦形される。このように容器本体部の配置壁面ごとに樹脂シートを形成
することにより、形成される樹脂シートの可撓性が損なわれることなく、格納される基板
60内部に生ずる内部応力を非常に効率よく吸収することができる。従って、本発明で使用
される樹脂シートは、各配置壁面ごとに製造することが望ましいが、例えばシート面支持
溝 26が形成されたシートと、これに隣接する支持溝が形成されていないシートとを一体に
形成したＬ字型シートを用いても、シート面支持溝 26が形成された壁面基板支持用樹脂シ
ート 22a,22bの蛇腹状のシート面支持溝 26の可撓性は損なわれることがないので、上記の
ようなＬ字型に形成した樹脂シートを用いることもできる。また、同様に底部が形成され
ていない筒状の樹脂シートにおいても蛇腹状のシート面支持溝 26の可撓性は損なわれるこ
とがないので、このように樹脂シートを角筒状にしてもよい。このように角筒状に樹脂シ
ートを形成しても、底部がないので容器本体部へのシートの挿入が特に困難になるという
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ことはない。
【００５４】
　しかしながら、角筒状のシートに底部をつけてしまうと、この有低角筒状のシート複合
ボックスは、容器本体部への挿入が著しく困難になると共に、収納基板の応力を吸収する
蛇腹状の支持溝が底部の縁部で固定されてしまい、その可撓性が損なわれるので、本発明
の基板搬送用容器におけるような、基板自体に生ずる内部応力に起因する基板の損傷の発
生を低減することができない。
【００５５】
　本発明の基板搬送用容器は、上記のような構成を有しており、この容器内に基板を格納
して安全に基板を搬送することができる。即ち、本発明の基板搬送用容器は、耐衝撃性お
よび断熱性に優れた発泡樹脂で容器本体部および蓋体が形成されているので、外部からの
衝撃および外部の温度変化などから基板を保護することができるのは勿論、格納された基
板によって生ずる内部応力（主として基板の自重によって生ずる応力）に対しても、容器
内の該当壁面などに僅かな空隙を形成して配置された樹脂シートの可撓性によって吸収す
ることができ、格納基板をより安全に搬送あるいは保管することができる。さらに、本発
明の基板搬送用容器内部に配置されている樹脂シートは、該当壁面に固定されておらず、
僅かな空隙を形成して配置されているが、この樹脂シートが容器内に倒れ込むのを防止す
る手段が形成されており、この樹脂シートは所定に位置に確実に配置されているので、本
発明の基板搬送用容器を実際に使用する基板メーカー等において、樹脂シートが所定の位
置に正確に配置されているかどうかを確認する必要はない。さらに、本発明のように基本
的には樹脂シートを、壁面に対して個別独立に配置することにより、樹脂シートの装着が
非常に簡単になる。
【００５６】
　また、底上げ部材を用いることにより、搬送しようとする基板に対応させて容器の深さ
を調整することができ、容器内に余分な空間が形成されないようにすることができるので
、より安全に基板を搬送することができる。
【００５７】
　本発明の基板搬送用容器は、上記のような構成を有するが、本発明の目的を損なわない
範囲内で種々改変することができる。
　例えば、本発明の基板搬送用容器に気体交換口を形成して、この基板搬送用容器内の空
気を、窒素ガス、アルゴンガスなどの不活性ガスで置換することもできる。
【００５８】
　また、本発明の基板搬送用容器の外周部にバンドかけ凹部を形成して、この基板搬送用
容器の密閉性を向上させ、さらに不注意などによる蓋体の脱落を防止するためのバンドか
けを容易に行えるようにすることができる。
【００５９】
　本発明の基板搬送用容器は、通常の場合、格納されている基板が起立するように使用さ
れるが、このような基板搬送用容器の積み込み方向を明確にするために、容器に積み込み
方向を明示する印を賦すこともできる。
【００６０】
　本発明の基板搬送用容器は、基板の移動の際に好適に使用することができるが、移動時
だけに限らず、保管時などにも使用することができるのは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の基板搬送用容器を構成する容器本体部および蓋体、さらには底上げ部材は、耐
衝撃性および断熱性に優れた樹脂発泡体で形成されているので、外部からの衝撃および外
部の環境の変化に対しても非常に良好に格納基板を保護することができることは勿論、収
納されている基板自体の自重などによって基板自体に生ずる内部応力も、容器本体などの
壁面に形成された基板の保持溝と略同一形状に賦形された樹脂シートを、壁面に対して固
定せずに、僅かな空隙を形成して配置することにより、この僅かな空隙によって吸収され
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、格納基板の破損を防止することができる。
【００６２】
　このように樹脂シートは、該当する壁面に固定されずに配置されているだけであるけれ
ども、これらの樹脂フィルムの倒れ込みが有効に防止されているので、本発明の基板搬送
用容器を安定した状態で供給することができる。
【００６３】
　さらに、従来のように内張り材をボックスのような形態で容器本体部に挿入しておらす
、基本的にはシートの状態で当接壁面等の表面に配置しているので、本発明の基板搬送用
容器は、非常に容易に製造することができる。
【００６４】
　しかも、底上げ部材を使用することにより、本発明の基板搬送用容器内に余剰に空間を
なくすることができると共に、この底上げ部材が、壁面に配置した樹脂シートに対する非
常に良好な倒れ込み防止手段となり、底上げ部材を用いることにより、本発明の基板搬送
用容器は、非常に安定した状態を維持することができる。
【００６５】
　さらに、樹脂シートに帯電防止剤などを配合することにより、基板などに生ずる電位を
効率的に除去することができるので、この基板に ICなどの電子部品が実装されている場合
であっても、実装されている電子部品が帯電電圧によって損傷を受けることを防止するこ
とができる。
【００６６】
　このように本発明の基板搬送用容器を用いることにより、搬送時あるいは保管時などに
おいて、基板を損傷させずに保持することができる。
　このような基板搬送用容器は、液晶基板、液晶用ガラス基板、配線基板、回路基板など
の基板を安全に移送、保管することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】図１は、本発明の第１の基板搬送用容器の分解斜視図である。
【図２】図２は、本発明の第２の基板搬送用容器の分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明 底上げ部材の一例を示す分解斜視図である。
【図４】図４は、この基板支持溝の状態を拡大して示す拡大説明図である。
【図５】図５は、他の壁面 23a,23bの表面を突出させて、壁面基板支持用樹脂シート 22a,2
2bの倒れ込みを防止する態様の例を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
１０・・・（第 1の）基板搬送用容器
１１・・・（第 2の）基板搬送用容器
１２・・・容器本体部
１３ a,１３ b・・・対峙する一対の壁面
１４・・・開口部
１５・・・凸部
１６・・・基板支持溝
１６ a・・・支持凸条
１７・・・底部
１８・・・シート挟みこみスリット
１９・・・僅かな空隙
２２ a,２２ b・・・壁面基板支持用樹脂シート
２３ a,２３ b・・・他の一対の壁面
２４ a,２４ b・・・表面保護用樹脂シート
２５ a・・・凸条
２５ｂ・・・突起
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２６・・・シート面支持溝
２６ a・・・シート面凸条
２７・・・底部
２８・・・底部基板支持用樹脂シート
３０・・・底上げ部材
３１・・・僅かな空隙
３６・・・低部支持体溝
４５・・・蓋体
４７・・・蓋体基板支持用樹脂シート
４８・・・蓋体支持溝
６０・・・基板
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【 図 １ 】
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【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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